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岐南町　こども安心課長

医療的ケア児に係る保育所等受け入れ基準（主治医依頼用）

　平素から、岐南町の保育行政にご協力ご配慮をいただき厚くお礼申し上げます。
　この度、児童福祉法第５６条の６第２項、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第８１号）の規定により、岐南町内の保育所等において医療的ケア児の受け入れが可能となるように進めているところです。
つきましては、受け入れ基準を下記のように取り決めますので、医療的ケアに関する意見書等のご記入にあたり、あらかじめご承知おきくださいますようよろしくお願い申し上げます。

記

１)　疾患があるものの入院して治療する必要はなく、容態が安定していること。
２)　医療的ケアが日常生活の一部として定着しており、かつ、その行為によって状態の変化が起こりにくいと主治医が判断していること。
３)　以下の①～③に該当する場合は、意見書にて児童が集団保育を行うことが望ましい旨をご記載いただいても、保育を不可としております。また、入所後、以下の状態になったときも、保育
の継続ができず、欠席または退所となります。
　　　① 日常的に他児から隔離した場で保育を必要とする場合
　　　② 看護師が連続的な容態の観察や処置が必要である場合
　　　　 (日常的に、概ね１時間以内に１回以上の観察や処置が必要な場合は欠席か退所となります。ただし、看護師が２名以上常駐できる場合は、保育が可能となる場合もあります)
　　  ③ 状態の変化などによって、集団生活に著しく影響があると主治医あるいは障害児保育審査会（以下、「審査会」という。）が判断した場合
　　４) ケアの実施は以下のとおりとします。
　　　① 痰吸引　　② 吸入（ネブライザー）：痰吸引を要する児のみ、吸入の指示を受け入れる
　　　③ 経管栄養　　④ 導尿　　⑤ 酸素管理　　➅ 血糖値測定及び薬剤投与
　　　⑦ 医療的ケア児に必要な内服薬・外用薬・座薬の投与
　　　　ア 指示のある定時の投与
　　　　イ 頓服に関しては、主治医の指示により預かりを決定する
[bookmark: _GoBack]　　　⑧ その他町長が実施を認めたケア
　５) 以下のケアについては実施することはできません。
　　① 緊急時以外の気管切開部の管理
　　② 経管栄養注入ごとのチューブ挿入及び抜管時の再挿入。また、チューブ挿入が確認できない際のチューブの入れ替え
　　③ バイタルサインの継続的な管理（モニター管理を含む）
　　④ 酸素管理中の酸素流量の調整
　　⑤ その他、審査会から実施が困難と判断されたケア
　６) 実施に当たっては、看護師がケアを行います。裏面に続きます
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　 (１) 医療的ケアに関する主治医意見書に関しましてはできるだけ詳しくご記入ください。
　 (２) 医療的ケアに関する主治医意見書・医療的ケアに関する主治医指示書を基に、必要に応じてご担当医様と面接させていただき、直接お話を伺うことがあります。
　 (３) 本児の医療的ケアの実施にあたり、必要な指導、相談に応じていただきますようお願いします。
